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証券コード　3469
2020年９月11日

株　主　各　位
東京都品川区西品川１丁目１番１号
株 式 会 社 デ ュ ア ル タ ッ プ
代表取締役社長 臼 井 貴 弘

第14回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第14回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　近時、新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府から外出自粛が要請される事態に至っ
ております。本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいたうえ
で、開催させていただくことといたしました。
　なお、書面又はインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参
考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年９月28日（月
曜 日 ） 午 後 ７ 時 ま で に 到 着 す る よ う ご 送 付 い た だ く か 、 当 社 の 指 定 す る 議 決 権 行 使 サ イ ト
（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）より議決権をご行使いただきますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１． 日 時 2020年９月29日（火曜日）午前10時
２． 場 所 東京都品川区西品川一丁目１番１号　大崎ガーデンタワー12階

デュアルタップ本社　セミナールーム
（会場は前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、

お間違えのないようご注意ください。）
３． 目 的 事 項

報 告 事 項 １．第14期（2019年７月１日から2020年６月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会
計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第14期（2019年７月１日から2020年６月30日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

４．招集にあたっての決定事項
　当社は、本定時株主総会招集ご通知に添付すべき書類のうち、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の
個別注記表につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイ
ト （ h t t p s : / / w w w . d u a l t a p . c o . j p / ） に 掲 載 し て お り ま す の で 、 本 定 時 株 主 総
会招集ご通知提供書面には記載しておりません。

以　上
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット
上の当社ウェブサイト（https://www.dualtap.co.jp/）に掲載させていただきます。

新型コロナウィルス感染防止のため 当日のご来場をお控えいただくようお願い申しあげます
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インターネットによる議決権行使のご案内
行使
期限

2020年９月28日（月曜日）
午後７時入力完了分まで

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力くだ
さい。

2

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを
読取ってください。

1

見本

見本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「スマート行使」の議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読取っていただくと、PC向けサイトへ
遷移出来ます。

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いい
たします。
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インターネットによる議決権行使に関するお問い合せ

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　平日午前９時～午後９時）

議決権行使コード・パスワードを入力する方法
議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

4

議決権行使ウェブサイトにアクセスして
ください。

1

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。
3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。
2

「初期パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

「次へすすむ」をクリック

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

パソコンやスマートフォン、携帯電話のインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。
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（提供書面）
事　 業　 報　 告

( 2019年 7 月 1 日から
2020年 6 月30日まで )

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、上期は政府の各種政策を背景に企業収益が高い水準
を維持し、雇用・所得環境の改善がみられ、緩やかな回復基調が続いておりました。しかしな
がら、下期は新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、緊急事態宣言に基づく様々な措
置が出されたことで、経済活動が抑制され、経済状況は国内・海外ともに非常に厳しい状況と
なりました。４月～５月は緊急事態宣言により、当社においても在宅勤務を実施し、営業活動
が一部制限されることとなりました。６月以降は、社会経済活動のレベルを段階的に引き上げ
ているものの、回復の見通しは立っておらず、感染症防止策等による消費マインドの先行きは
不透明であります。感染症の再拡大が懸念される中、依然として、さらなる経済の下振れや金
融資本市場への影響に留意が必要となります。
　首都圏のマンション市場においても、感染症の拡大防止策の影響を受け、2020年１月～６月
の供給戸数が7,497戸と前年同期比44.2％の減少となりました（株式会社不動産経済研究所調
べ）。
　当社グループの属する、資産運用型マンション市場では、感染症の拡大防止策により、東京
への人口流入や給与所得の悪化による賃料の伸び悩み等が懸念されます。中長期的には、東京
23区では、継続する人口流入により、賃料が緩やかに上昇し、入居率は高水準を維持しており
ます。今後も、賃貸マンションの需給バランスが急激に変化することは想定されず、賃料や入
居率の大幅な変化はなく、マンションの資産性は維持されるものと考えられます。
　このような事業環境の中、当社グループは、「23区・駅近・高機能マンション」をコンセプ
トに、資産運用型マンション「XEBEC（ジーベック）」の開発・分譲を行ってまいりました。
分譲後も賃貸管理及び建物管理を行うことにより、長期間にわたりマンションの資産性及び収
益性を向上させ、安定収入が見込めるマンションとして、ブランド価値の向上に努めておりま
す。分譲を進めつつ、たな卸資産の保有量を見直し、有利子負債の圧縮を図り、自己資本比率
は48.9％と、財務体質の改善を行ってまいりました。
　以上の結果、当連結会計年度は、売上高72億54百万円（前期比24.0％減）、営業利益４億
26百万円（同1.1％減）、経常利益３億66百万円（同23.6％増）、親会社株主に帰属する当期
純利益２億50百万円（同32.6％増）となりました。

－ 4 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

　事業別の状況は次のとおりであります。
（不動産販売事業）
　不動産販売事業においては、資産運用型マンション「XEBEC（ジーベック）」に加え、中古
マンションを取り扱ってまいりました。個人投資家だけでなく、私募ＲＥＩＴへ販売する等、
販売チャネル及び顧客層の拡大に努めてまいりました。
　以上の結果、売上高57億38百万円（前期比25.2％減）、セグメント利益３億11百万円（同
50.4％増）となりました。

（不動産管理事業）
　不動産管理事業は、賃貸管理事業及び建物管理事業より構成されております。賃貸管理にお
いては、募集賃料の見直し及び空室率の低減に注力し、管理物件の資産性向上を図ってまいり
ました。建物管理においては、当社が分譲した物件以外の新規契約獲得を推進してまいりまし
た。
　以上の結果、売上高12億74百万円（前期比14.6％減）、セグメント利益１億56百万円（同
26.3％減）となりました。

（海外不動産事業）
　海外不動産事業においては、海外の富裕層を中心に顧客層の拡大を図り、「XEBEC（ジーベ
ック）」の認知度向上に努めてまいりました。日本国内の投資家に向けて、アジア圏に加えて
アメリカやオーストラリア等の不動産を紹介してまいりました。マレーシア国内では、住宅や
商業施設等の建物管理事業を推進し、管理戸数を増加させてまいりました。
　以上の結果、売上高２億40百万円（前期比36.6％減）、セグメント損失45百万円（前期は
セグメント利益１百万円）となりました。
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事業別売上高

事 業 区 分

第 13 期
（2019年６月期）
（前連結会計年度）

第 14 期
（2020年６月期）
（当連結会計年度）

前連結会計年度比増減

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 増 減 率
不 動 産 販 売 事 業 7,670百万円 80.4％ 5,738百万円 79.1％ △1,932百万円 △25.2％
不 動 産 管 理 事 業 1,492 15.6 1,274 17.6 △218 △14.6
海 外 不 動 産 事 業 379 4.0 240 3.3 △138 △36.6

合 計 9,543 100.0 7,254 100.0 △2,289 △24.0

②　設備投資の状況
　特記すべき事項はありません。

③　資金調達の状況
　特記すべき事項はありません。

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第　11　期
(2017年６月期)

第　12　期
(2018年６月期)

第　13　期
(2019年６月期)

第　14　期
(当連結会計年度)
(2020年６月期)

売 上 高 (千円) 9,697,139 9,778,210 9,543,345 7,254,108

経 常 利 益 (千円) 345,666 504,588 296,268 366,050

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 (千円) 220,235 325,191 189,002 250,598

１株当たり当期純利益 (円) 66.99 96.08 55.15 73.06

総 資 産 (千円) 5,744,295 6,167,558 5,448,909 4,202,090

純 資 産 (千円) 1,386,538 1,697,329 1,844,056 2,059,393

１株当たり純資産額 (円) 409.53 493.73 535.86 598.64
 

（注）１．2018年２月９日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。なお、第11期の期首に
当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しておりま
す。

２．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産額
は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
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②　当社の財産及び損益の状況

区 分 第　11　期
(2017年６月期)

第　12　期
(2018年６月期)

第　13　期
(2019年６月期)

第　14　期
(当事業年度)
(2020年６月期)

売 上 高 (千円) 9,581,315 9,575,891 9,336,490 7,013,109

経 常 利 益 (千円) 361,561 494,013 287,909 345,164

当 期 純 利 益 (千円) 236,767 314,210 192,642 235,068

１株当たり当期純利益 (円) 72.02 92.84 56.21 68.53

総 資 産 (千円) 5,700,415 6,097,197 5,510,385 4,166,884

純 資 産 (千円) 1,391,987 1,692,035 1,842,422 2,041,474

１株当たり純資産額 (円) 413.03 492.19 535.38 593.42
 

（注）１．2018年２月９日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。なお、第11期の期首に
当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しておりま
す。

２．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産額
は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

⑶　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権

比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 D u a l t a p
Property Management 9,000千円 100.0％ マンションの賃貸仲介及び売買仲介を行って

おります。

株式会社デュアルタップ
コ ミ ュ ニ テ ィ 10,000 100.0 当社販売物件の建物管理を行っております。

株式会社建物管理サービス 5,000 100.0 マンションの建物管理を行っております。

株 式 会 社 D u a l t a p
I n t e r n a t i o n a l 9,000 100.0 当社販売物件を海外投資家に紹介し、海外物件

を国内投資家へ紹介しております。
DUALTAP BUILDING
M A N A G E M E N T
S D N .  B H D .

17,000 100.0 マレーシアにおいて、建物管理事業を行ってお
ります。 

（注）当事業年度末日における特定子会社はありません。
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⑷　対処すべき課題
　当社グループの対処すべき課題について、その内容と対処方針等は以下のとおりです。
１．ブランド価値の向上

　当社の23区、駅近、高機能マンションという『ブランドPR』の強化と、用地仕入れから分
譲後の賃貸管理、建物管理まで一貫して手掛ける総合不動産企業としての『コーポレートPR』
を強化してまいります。

２．開発物件の安定的かつ機動的な仕入体制の構築
　東京23区、駅近という限られた範囲での開発は、厳しい仕入れ競争の中で用地情報に対して
スピーディーな対応ができるか否かが重要であると考えております。当社グループでは、不動
産開発において長年の実績をもつスタッフがトレンドを先読みし、その時代に合ったマンショ
ンづくりを心掛けております。
　優良な新規物件を安定的に供給していくために、景況感を踏まえた合理的かつ機動的な仕入
に努めてまいります。結果として自社ブランドマンション「XEBEC（ジーベック）」を安定供
給させることが当社グループの成長に結びつくものと考えております。

３．優秀な人材確保及び従業員教育
　当社は企業の繁栄を従業員の成長に依存しておりますが、近年の好況により採用環境も厳し
くなっております。お客様にマンションを提案するためには土地・建物の知識、宅建業法、金
融、投資等、多くの知識と経験を必要とするため、社員の業務知識の獲得、専門スキルアップ、
マネジメントスキルアップに重点を置き人財への投資を惜しまず、社員の意識向上に努めてお
ります。一級建築士、宅地建物取引士、マンション管理士、不動産コンサルティングマスター
等の専門資格の取得を奨励し、優秀な従業員の教育と定着に努めてまいります。
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４．投資用のバリュー確保
　当社グループが提供する「資産運用型マンション」において、入居される方々が一番重視さ
れるのは利便性であると考え、東京23区、駅近の用地仕入れを行っております。また、デザイ
ン性や機能性も求められる時代と考えており、いかにして入居される方々のニーズに合った開
発ができるかなど、立地条件や物件のクオリティを意識したマンションづくりを行っておりま
す。
　さらに、当社グループでは、賃貸管理の専門部署を設置し、最新の入居者情報を確保するこ
とにより、サブリース契約及び管理業務契約を締結している物件の入居率を高い水準で維持す
ることに努め、投資商品としてのバリューの確保を図ってまいります。

５．財務基盤の維持・拡大
　優良な新規物件を安定・継続的に供給していくため、また、顧客資産を長期的に安定サポー
トしていくために、手許流動性の確保や金融機関との良好な取引関係が最重要課題と考えてお
ります。このため、一定の内部留保の確保や様々な金融手法への取組み等、財務基盤の拡充を
図ってまいります。

６．コンプライアンス経営の強化
　当社グループは、企業として成長過程であることから、新規事業への取組みやより効率的な
業務フローの検討が常に社内でなされており、それに伴い内部統制システム整備・構築上の課
題が継続的に発生します。当社グループは、監査等委員会監査や内部監査の過程で常に当社グ
ループ内外の状況変化に応じた内部統制システムの仕組みを変更する必要性を検討し、その結
果を経営幹部へ速やかに伝達し、対応策の早期構築を促してまいります。

７．リスクマネジメント体制の強化
　自然災害や感染症の流行、情報セイキュリティの不備等、事業に関するリスクは多岐にわた
っております。当社グループが事業を継続し、成長するためには、これらリスクへの予防、迅
速な対応や再発防止が重要な課題と認識しております。リスクが財政状態及び経営成績に与え
る影響を最小限に抑える体制、また、新規事業や投資を行う際にリスクの不確実性を適切に分
析する体制の強化を図ってまいります。
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⑸　主要な事業内容（2020年６月30日現在）
事 業 区 分 事 業 内 容

不 動 産 販 売 事 業 東京23区を中心に資産運用型マンション「XEBEC（ジーベック）」の企画・
開発を行っており、主として国内の個人投資家向けに分譲しております。

不 動 産 管 理 事 業 当社が分譲した資産運用型マンションやコンパクト型マンションの賃貸管
理、仲介及び建物管理を行っております。

海 外 不 動 産 事 業
「XEBEC（ジーベック）」を主として海外の富裕層向けに分譲しておりま
す。マレーシアにおいて、住宅や商業施設等の建物管理事業及び日本企業の
進出支援を行っております。

⑹　主要な事業所（2020年６月30日現在）
①　当社

本 社 東京都品川区

②　子会社
株 式 会 社 D u a l t a p
Property Management 本社（東京都品川区）

株式会社デュアルタップ
コ ミ ュ ニ テ ィ 本社（東京都品川区）

株式会社建物管理サービス 本社（東京都品川区）

株 式 会 社 D u a l t a p
I n t e r n a t i o n a l 本社（東京都品川区）

DUALTAP BUILDING
M A N A G E M E N T
S D N .  B H D .

本社（マレーシア国ジョホール州）
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⑺　従業員の状況（2020年６月30日現在）
①　企業集団の従業員の状況
事 業 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

不 動 産 販 売 事 業 23 （－）名 1名減 （－）
不 動 産 管 理 事 業 8 （1） 1名減 （－）
海 外 不 動 産 事 業 91 （－） 14名増 （－）

小 計 122 （1） 12名増 （－）
全 社 （ 共 通 ） 15 （1） 1名増 （1名減）

合 計 137 （2） 13名増 （1名減）
（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者は除く。）であり、臨時雇用者数（パ

ートタイマーを含む。）は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。
２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない当社の管理部門に所属し

ているものであります。

②　当社の従業員の状況
従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

42（1）名 2名減（－） 33.3歳 4.3年
（注）従業員数は就業人員（当社から当社子会社への出向者を除く。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー

を含む。）は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

⑻　主要な借入先の状況（2020年６月30日現在）
借 入 先 借 入 残 高

株 式 会 社 東 日 本 銀 行 477,000千円
株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 307,748
株 式 会 社 り そ な 銀 行 230,000
株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 224,000
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 54,446
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⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2020年６月30日現在）

①　発行可能株式総数 10,080,000株

②　発行済株式の総数 3,430,500株（自己株式402株を含む）

③　株主数 1,722名（前期末比187名減少）

④　大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 D i m e n s i o n 1,080,000株 31.5％

臼 井 貴 弘 336,000 9.8

ａ ｕ カ ブ コ ム 証 券 株 式 会 社 177,600 5.2

重 松 和 典 63,300 1.8

臼 井 英 美 60,000 1.7

牧 　 留 緋 46,000 1.3

堀 内 泰 司 45,000 1.3

む さ し 証 券 株 式 会 社 42,100 1.2

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 33,700 1.0

杉 本 宏 之 33,600 1.0

(注）持株比率は自己株式（402株）を控除して計算しております。
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⑵　新株予約権等の状況
①　当事業年度末日における新株予約権の状況

名称
新株

予約権
の数

目的となる株
式の数 発行価額 払込金額 行使の

条件 権利行使期間

第１回新株予約権 7個 2,100株 － １株当たり
136円 （注）１ 2016年 7 月 1 日から

2024年 3 月31日まで

第２回新株予約権 98個 29,400株 － 1株当たり
506円 （注）１ 2017年10月 1 日から

2026年 3 月31日まで

第３回新株予約権 750個 225,000株 1株当たり
26.67円

1株当たり
628円 （注）１ 2018年10月 1 日から

2027年 5 月28日まで
（注）１．新株予約権の行使の条件

①　本新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）が権利行使時においても当社、
当社の国内子会社及び海外子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位にあることを条件
とする。

②　新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができない。
③　この新株予約権は、新株予約権の目的である株式の時価がこの新株予約権の発行価額とその行使に

際して払込みをすべき合計額を下回る場合には、行使することができない。
④　その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。

２．2015年２月12日付で普通株式１株につき100株の株式分割を実施したことに伴い、新株予約権の目的
となる株式の数、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は調整が行われております。

３．2018年２月９日付で普通株式１株につき３株の株式分割を実施したことに伴い、新株予約権の目的と
なる株式の数、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は調整が行われております。

４．新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、上記株式分割調整後は300株であります。

②　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予
約権の状況

名称

取締役
（監査等委員を除く）

取締役
（監査等委員）

新株予約権の数及び目
的となる株式の数 保有者数 新株予約権の数及び目

的となる株式の数 保有者数

第２回新株予約権 10個 （3,000株） 1名 25個 （7,500株） ３名

第３回新株予約権 725個（217,500株） 3名 － －
 

（注）１．第２回新株予約権のうち、取締役（監査等委員を除く）に付与している新株予約権は、取締役就任前
に付与されたものであります。

２．第３回新株予約権のうち、取締役（監査等委員を除く）１名に付与している新株予約権は、取締役就
任前に付与されたものであります。

３．取締役（監査等委員）が保有している新株予約権は、当社監査役の地位にあった時に付与されたもの
であります。

４．新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、上記株式分割調整後は300株であります。

③　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。
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⑶　会社役員の状況
①　取締役の状況（2020年６月30日現在）
会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 臼 井 貴 弘

㈱Dualtap Property Management
代表取締役社長
㈱Dualtap International
代表取締役社長
㈱デュアルタップコミュニティ
代表取締役社長
㈱建物管理サービス
代表取締役社長
DUALTAP BUILDING MANAGEMENT 
SDN. BHD.　Director

取 締 役 藤 村 由 美 開発事業部長

取 締 役 本 田 一 郎 財務経理部長兼業務管理部長

取締役（監査等委員・常勤） 都 甲 孝 一

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 松 田 秀 正

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 酒 井 康 弘 ㈱メディア工房取締役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 木 呂 子 　 義 　 之 弁護士
㈱フィスコ 社外取締役

（注）１．取締役（監査等委員）都甲孝一氏、松田秀正氏、酒井康弘氏及び木呂子義之氏は、社外取締役であり
ます。

２．取締役（監査等委員）の都甲孝一氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程
度の知見を有しております。

３．情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能
を強化するために、都甲孝一氏を常勤の監査等委員として選定しております。

４．当社は、取締役（監査等委員）の全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
し、同取引所に届け出ております。
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６．当事業年度中における取締役の担当の異動は次のとおりであります。
氏　名 異動前 異動後 異動年月日

藤 村 由 美 取締役
開発事業部長兼営業部長

取締役
開発事業部長 2020年１月１日

７．当社は執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く2020年６月30日現在の執行役員は以
下のとおりであります。

地 位 氏 名 担 当

執 行 役 員 横 井 浩 樹 営業部長兼企画開発部長

②　責任限定契約の内容の概要
　当社と各監査等委員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害
賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同
法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としております。

③　取締役の報酬等
イ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ）
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　 役 ）

3名
（－）

74百万円
（－）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　 役 ）

4
（4）

19
（19）

合 計
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 役 　 員 ）

7
（4）

93
（19）

（注）１．取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりま
せん。

２．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年９月29日開催の第10回定時株主総会において、
年額250百万円以内と決議いただいております。

３．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年９月29日開催の第10回定時株主総会において、年額
50百万円以内と決議いただいております。

４．取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額には、取締役賞与として支給した７百万円を含んでおりま
す。
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ロ．報酬等の内容の決定に関する方針
　役員の報酬につきましては、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、各役員の業績貢
献度を勘案して決定しております。

④　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役（監査等委員）酒井康弘氏は、㈱メディア工房の取締役であります。当社と兼職先
との間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）木呂子義之氏は、弁護士及び㈱フィスコの社外取締役であります。
当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役（監査等委員・常勤）
都 甲 孝 一

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回出席いたしました。ま
た、当事業年度に開催された監査等委員会13回のうち13回出席いたしま
した。公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する専門
的知識に基づく意見を述べるなど、取締役会において取締役会の意思決定
の妥当性・適正性を確保するため、必要に応じて助言・提言を行っており
ます。また、監査等委員会において、委員長として重要な審議を行うとと
もに、監査の遂行状況を各監査等委員に説明し、監査結果についての意見
交換等、専門的見地から必要に応じて意見を述べております。

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
松 田 秀 正

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回出席いたしました。ま
た、当事業年度に開催された監査等委員会13回のうち13回出席いたしま
した。主に企業経営における豊富な経験と幅広い見識に基づく意見を述
べるなど、取締役会において取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
するため、必要に応じて助言・提言を行っております。また、監査等委員
会において、常勤監査等委員より監査の遂行状況の報告を受け、監査結果
についての意見交換等、専門的見地から必要に応じて意見を述べておりま
す。
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出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
酒 井 康 弘

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回出席いたしました。ま
た、当事業年度に開催された監査等委員会13回のうち13回出席いたしま
した。主に企業経営における豊富な経験と幅広い見識に基づく意見を述
べるなど、取締役会において取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
するため、必要に応じて助言・提言を行っております。また、監査等委員
会において、常勤監査等委員より監査の遂行状況の報告を受け、監査結果
についての意見交換等、専門的見地から必要に応じて意見を述べておりま
す。

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
木 呂 子 　 義 　 之

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回出席いたしました。ま
た、当事業年度に開催された監査等委員会13回のうち13回出席いたしま
した。企業法務における豊富な経験と弁護士として培った専門的知識に
基づく意見を述べるなど、取締役会において取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するため、必要に応じて助言・提言を行っております。
また、監査等委員会において、常勤監査等委員より監査の遂行状況の報告
を受け、監査結果についての意見交換等、専門的見地から必要に応じて意
見を述べております。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第24条の規定に基づき、取締役会決議が
あったものとみなす書面決議が９回ありました。
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⑷　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　EY新日本有限責任監査法人
②　報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19,200千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 19,200

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同
意の判断をいたしました。

３．当社の重要な子会社のうち、DUALTAP BUILDING MANAGEMENT SDN. BHD.については、当
社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

③　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認め
られる場合には、監査等委員全員の同意により監査等委員会が会計監査人を解任いたします。
　この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、当該解任後最初に招集される株主総会に
おいて会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
　また、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合には、
監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定
いたします。
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３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
①　当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制
１）当社及び子会社からなる企業集団（以下、「当社グループ」という。）は、経営理念の具

体的な実現のためには、法令の遵守を行うことがその前提であると考えており、様々な機
会を通じて、法令等の遵守を役職員個々に周知徹底する。

２）当社グループは、経営理念の具体的な実践を果たすため、各役職員の行動指針となる「行
動規範」を制定し、各役職員に当該規範の徹底的な遵守を求める。なお、同規範の第１条
で、法令遵守の徹底を求めることを規定し、当社グループの断固とした姿勢を伝えている。

３）コンプライアンス管理規程により、当社グループの具体的な取り組みを明らかにしている。
４）当社は、コンプライアンス委員会の開催（四半期毎）により、組織的な法令遵守体制を確

立している。
５）当社グループは、役職員個々が自身の法令遵守の徹底もしくは部下の監督を行うとともに、

法令違反となる行為及び疑義のある行為に対しては対策を講じることとしている。特に影
響が大きいと判断されるときは、当社取締役会は、全社的に問題を解決するための行動を
するものとする。

６）当社グループは、内部通報制度を定め、役職員がコンプライアンス違反又は違反の疑いが
強い行為を発見した場合、当該制度に基づき対処することにしており、経営の透明化を図
ることに努める。

７）当社監査等委員又は監査等委員会は、取締役による法令もしくは定款に違反する行為を発
見したとき、又はその虞れがあると認めたときは当社取締役会に報告する等、適切な措置
を講じる。

８）当社グループは、反社会的勢力対策規程を定め、反社会的勢力への対応方針を明確にし、
反社会的勢力との関係を断絶する業務運営を行う。
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②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、取締役会議事録のほか、取締役の職務執行に係る文書を、文書取扱規程に基づき
保管し、管理している。

③　子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告に関する体制
　当社は、子会社の事業運営の独立性と自立性を尊重しつつ、子会社の取締役の職務執行の
適正を確保するため、「子会社管理規程」に基づき、管理項目毎に報告等の手続方法を定め、
報告を受けることとする。

④　当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
１）リスク管理については、リスクの種類毎の担当部署にて、規程の制定、マニュアルの作成、

研修等を行うものとし、組織横断的リスク状況の管理及び全社的対応は、当社総務部が行
うものとする。

２）経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、
コンプライアンス委員会、並びに当社取締役会において審議する。

⑤　当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
１）当社は、定期的に取締役会を開催するとともに、取締役（監査等委員である取締役を除

く。）、監査等委員である取締役及び必要に応じて参加する役職者をメンバーとする経営
会議にて重要事項の協議を行う。

２）当社は、取締役会で決定した事項を毎日実施する朝礼で各従業員に速やかに伝達し、また、
会社グループ全体の方針等については全体会議にて伝達することでコミュニケーションの
適正化を図ることとしている。これにより各従業員が自身の行動を効果的に統制すること
が可能となっている。

３）当社取締役会は、全社的な目標として策定する経営計画及び予算等について決議するとと
もに、その予算達成状況について報告を受ける。

４）当社取締役は、職務権限規程に定めた職務権限表等に基づき、適切に職務を執行する。
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⑥　その他当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
１）当社は、全体会議等で繰り返し経営理念を役職員に周知徹底し、各部門及び各役職員の業

務運営状況を把握する。
２）当社グループは、部門内及び部門間で、フォーマルもしくはインフォーマルを問わず、定

期的にもしくは必要に応じ会議を開催し、情報の共有化を通じて管理及び連携を強化する。
３）当社グループは、当社グループの財務報告に係る内部統制体制を整備し、財務報告の適正

性・信頼性を確保する。
４）当社グループは、業務の適正を確保するために、計画的に内部監査を実施する。

⑦　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項
　当社監査等委員会に求められた場合、当社総務部に監査等委員会の職務を補助する使用人
を置くものとする。

⑧　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
１）前号の使用人は当該業務に従事する場合、同監査等委員の指示に従い、その職務を行うも

のとし、当該業務を遂行するために、他の命令系統の指示は仰がない。
２）会社として人事考課を行う際に、当該業務の評価を行うのは監査等委員であり、同評価は

直接、経営者に伝達されるものとする。

⑨　監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　当社は、監査等委員会規程を策定し、監査等委員は監査等委員会を補助するスタッフの人
事異動、人事評価、懲戒処分等に対して同意権を有している。
　また、当該規程に従い、監査等委員会スタッフは監査等委員からの指示に基づき、社内の
重要会議等に出席し、情報の把握に努め、また、監査等委員の指示に基づき、業務執行部門
に対して報告を求めることができるものとする。
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⑩　取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に
関する体制

１）取締役及び使用人（以下、「取締役等」という。）は、監査等委員からの求めに応じて、
取締役会その他監査等委員の出席する会議において、随時その職務の執行状況の報告を行
うものとする。

２）取締役等は、当社に著しい損害を及ぼす事実等、当社に重大な影響を及ぼす事項について、
速やかに監査等委員会に報告を行う。

３）監査等委員は、業務執行に係る重要な書類を適宜閲覧するほか、必要に応じて取締役等に
対して説明を求めることができる。

⑪　子会社の取締役及び使用人から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
　監査等委員会は、各子会社から報告を受けた当社取締役及び使用人から報告を求めること
ができる。また、必要に応じて子会社の取締役及び使用人から直接報告を求めることができ
る。
　さらに、当社内部監査室は各子会社を監査した結果を監査等委員会に定期的に報告するも
のとする。

⑫　監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けな
いことを確保するための体制
　当社グループでは、公益通報者保護規程を策定し、当社グループの取締役及び使用人等が
社内イントラネット上の「従業員専用相談窓口」等を通じて内部通報を行い、その通報が客
観的な根拠に基づき誠意あるものであると判断した場合、当該通報を理由として通報者に対
する不利益な取扱いは行わず、かつ、当該通報行為に対する報復行為や差別行為から通報者
を保護するものとする。

⑬　監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は償還の手続その他の当該職務の執行につい
て生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査等委員会は、職務の遂行上必要と認める費用について、予め予算を計上できるものと
する。また、緊急又は臨時に支出した費用については、事後的に会社に請求できるものとす
る。
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⑭　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
１）監査等委員会は、「監査等委員会規程」に基づいた監査を行うとともに、取締役会その他

重要な会議への出席、及び内部監査部門・監査法人等との連係を通じ、監査を実効的に行
う。

２）監査等委員は、独自に意思形成を行うため、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自
らの判断で、弁護士及び公認会計士等その他の外部専門家の活用を検討する。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
　当社は、取締役会の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を整備す
るために、「コンプライアンス管理規程」第９条（行動規範）を制定し、その内容を具体的に反
映した「コンプライアンスガイドライン」を当社グループの役員、執行役員及び従業員に配布し
ております。当該規範の内容が全社を通じて理解され、日々の行動において遵守されているかど
うかについて確認するため、監査等委員が内部監査部門と連携して定期的に主要部門及び子会社
を対象に監査を行いその結果を取締役会に報告いたしました。取締役会は、この報告内容につい
て質疑応答をし、今後とも継続的に「計画・実行・評価・改善」のサイクルに沿って全社の体制
の構築と運用を充実させていくことを確認いたしました。
　また、基本方針に定めているコンプライアンス委員会を四半期毎に開催し、全社的なコンプラ
イアンスの取組状況及び当社グループの役員、執行役員及び従業員の研修等の状況、監査等委員
及び内部監査によって指摘された事項に対する各部門の対処の状況等について報告がされました。
　各委員からは担当部署におけるコンプライアンス推進活動の状況と結果について報告がされ、
これらの結果は各委員から関係部署に説明をし、今後の業務に活かすように取組みました。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2020年６月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 　 産 　 の 　 部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
営 業 未 収 入 金
販 売 用 不 動 産
仕 掛 販 売 用 不 動 産
前 渡 金
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
土 地
リ ー ス 資 産
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
差 入 保 証 金
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

3,726,874
1,597,511

39,650
641,965

1,093,554
275,083
16,281
66,198

△3,370
475,215
229,965
71,375
33,989

112,359
12,241

111,315
103,884

7,430
133,934
63,604
5,400

16,231
48,697

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 負 債 1,063,524

営 業 未 払 金 29,639
短 期 借 入 金 19,668
1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 56,000
1年内返済予定の長期借入金 523,090
リ ー ス 債 務 23,919
未 払 金 86,134
未 払 法 人 税 等 63,862
前 受 金 54,311
そ の 他 206,899

固 定 負 債 1,079,171
社 債 70,000
長 期 借 入 金 824,234
受 入 保 証 金 99,628
リ ー ス 債 務 61,895
資 産 除 去 債 務 23,003
そ の 他 409

負 債 合 計 2,142,696
（ 純  資  産  の  部 ）

株 主 資 本 2,055,353
資 本 金 216,698
資 本 剰 余 金 150,494
利 益 剰 余 金 1,688,440
自 己 株 式 △279

その他の包括利益累計額 △1,960
為 替 換 算 調 整 勘 定 △1,960

新 株 予 約 権 6,000
純 資 産 合 計 2,059,393

資 産 合 計 4,202,090 負 債 純 資 産 合 計 4,202,090
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連 結 損 益 計 算 書

( 2019年 7 月 1 日から
2020年 6 月30日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 7,254,108
売 上 原 価 5,824,346
売 上 総 利 益 1,429,761
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,003,508
営 業 利 益 426,252
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 44
業 務 受 託 手 数 料 9,369
助 成 金 収 入 10,536
受 取 手 数 料 469
そ の 他 548 20,968

営 業 外 費 用
支 払 利 息 34,375
支 払 手 数 料 35,299
支 払 補 償 費 7,357
そ の 他 4,138 81,171

経 常 利 益 366,050
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 669 669
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 366,719
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 114,439
法 人 税 等 調 整 額 1,681 116,120
当 期 純 利 益 250,598
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 250,598
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連結株主資本等変動計算書

( 2019年 7 月 1 日から
2020年 6 月30日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 216,698 150,494 1,473,857 △279 1,840,771
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行
剰 余 金 の 配 当 △36,016 △36,016
親会社株主に帰属する当期純利益 250,598 250,598
自 己 株 式 の 取 得 －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 214,582 － 214,582
当 期 末 残 高 216,698 150,494 1,688,440 △279 2,055,353

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新株予約権 純資産合計

為替換算調整勘定 その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 △2,714 △2,714 6,000 1,844,056
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 －
剰 余 金 の 配 当 △36,016
親会社株主に帰属する当期純利益 250,598
自 己 株 式 の 取 得 －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 754 754 － 754

当 期 変 動 額 合 計 754 754 － 215,336
当 期 末 残 高 △1,960 △1,960 6,000 2,059,393
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貸　借　対　照　表
（2020年６月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 　 産 　 の 　 部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
営 業 未 収 入 金
販 売 用 不 動 産
仕 掛 販 売 用 不 動 産
前 渡 金
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
関 係 会 社 株 式
会 員 権
出 資 金
差 入 保 証 金
保 険 積 立 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

3,642,410
1,501,022

22,321
641,965

1,093,554
277,981
40,543
31,209
50,163
4,007

△20,359
524,474
229,305
71,235
11,096

625
33,989

112,359
7,430
7,430

287,737
156,640

8,025
200

61,136
30,800
8,058

21,863
1,013

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 負 債 1,046,238

営 業 未 払 金 19,459
短 期 借 入 金 19,668
１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 56,000
１年内返済予定の長期借入金 523,090
リ ー ス 債 務 23,919
未 払 金 109,694
未 払 法 人 税 等 59,481
前 受 金 53,981
預 り 金 66,173
そ の 他 114,771

固 定 負 債 1,079,171
社 債 70,000
長 期 借 入 金 824,234
受 入 保 証 金 99,628
リ ー ス 債 務 61,895
資 産 除 去 債 務 23,003
そ の 他 409

負 債 合 計 2,125,410
（ 純  資  産  の  部 ）

株 主 資 本 2,035,474
資 本 金 216,698
資 本 剰 余 金 150,494

資 本 準 備 金 150,494
利 益 剰 余 金 1,668,561

そ の 他 利 益 剰 余 金 1,668,561
繰 越 利 益 剰 余 金 1,668,561

自 己 株 式 △279
新 株 予 約 権 6,000
純 資 産 合 計 2,041,474

資 産 合 計 4,166,884 負 債 純 資 産 合 計 4,166,884
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損　益　計　算　書

( 2019年 7 月 1 日から
2020年 6 月30日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 7,013,109
売 上 原 価 5,647,637
売 上 総 利 益 1,365,472
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 975,474
営 業 利 益 389,997
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 509
業 務 受 託 手 数 料 14,769
助 成 金 収 入 6,186
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 2,154
そ の 他 4,052 27,672

営 業 外 費 用
支 払 利 息 33,487
社 債 利 息 888
支 払 手 数 料 35,299
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 889
そ の 他 1,941 72,505

経 常 利 益 345,164
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 損 669 669
税 引 前 当 期 純 利 益 345,833
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 108,834
法 人 税 等 調 整 額 1,931 110,765
当 期 純 利 益 235,068
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株主資本等変動計算書

( 2019年 7 月 1 日から
2020年 6 月30日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

新 株
予 約 権

純 資 産
合 計資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金
資 本
剰 余 金
合 計

その他
利益剰余金 利 益 剰 余 金 合 計
繰 越 利 益 剰 余 金

当 期 首 残 高 216,698 150,494 150,494 1,469,509 1,469,509 △279 1,836,422 6,000 1,842,422

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 － － －

剰余金の配当 △36,016 △36,016 △36,016 △36,016

当 期 純 利 益 235,068 235,068 235,068 235,068

自 己 株 式 の 取 得 － －

株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)

－

当期変動額合計 － － － 199,052 199,052 － 199,052 － 199,052

当 期 末 残 高 216,698 150,494 150,494 1,668,561 1,668,561 △279 2,035,474 6,000 2,041,474
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年８月26日
株式会社デュアルタップ

取締役会　御中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 板 谷 秀 穂 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 佐 藤 秀 明 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社デュアルタップの２０１９
年７月１日から２０２０年６月３０日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、株式会社デュアルタップ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結
子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が
ある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により
発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス

クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構
成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分
かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施
に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因
を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年８月26日
株式会社デュアルタップ

取締役会　御中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 板 谷 秀 穂 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 佐 藤 秀 明 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社デュアルタップの２
０１９年７月１日から２０２０年６月３０日までの第１４期事業年度の計算書類、すなわち、貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計
算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
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　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス

クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及
び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因
を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2019年７月1日から2020年６月30日までの第14期事業年度における取締
役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役
会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム)について取締
役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説
明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等

に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等か
らその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書
類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。ま
た、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）
について検討いたしました。
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2020年８月26日
株式会社デュアルタップ　監査等委員会

常勤監査等委員（社外取締役） 都 甲 孝 一 ㊞
監 査 等 委 員 （ 社 外 取 締 役 ） 松 田 秀 正 ㊞
監 査 等 委 員 （ 社 外 取 締 役 ） 酒 井 康 弘 ㊞
監 査 等 委 員 （ 社 外 取 締 役 ） 木呂子　義　之 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件
　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項

第14期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以
下のとおりといたしたいと存じます。

⑴　配当財産の種類
金銭といたします。

⑵　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金11.00円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は37,731,078円となります。

⑶　剰余金の配当が効力を生じる日
2020年９月30日といたしたく存じます。
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第２号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由

　当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応す
るため、現行定款第２条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。

２．変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案

（目的）
第２条　　当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。
 1　不動産の売買、賃貸借、管理及び仲介
 2　都市開発に関する企画、調査、設計
 3　土地建物の有効活用に関する企画、調査、設計
 4　建築工事業
 5　住宅の増改築、立替え及び住宅リフォーム
 6　損害保険代理店業並びに生命保険の募集に関する

業務
 7　不動産の証券化事業
 8　不動産特定共同事業法に基づく事業

(新設)
 9　海外不動産に対するコンサルティング業務全般
10　各種建築物、構築物、造園、店舗レイアウト等に関

する企画、デザイン、設計、施工監理並びにこれら
のコンサルティング業

11　各種商業施設、ホテル、旅館、レストラン及び喫茶
店等の経営及び賃貸

12　上記各号に附帯関連する一切の業務

（目的）
第２条　　当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。
 1　不動産の売買、賃貸借、管理及び仲介
 2　都市開発に関する企画、調査、設計
 3　土地建物の有効活用に関する企画、調査、設計
 4　建築工事業
 5　住宅の増改築、立替え及び住宅リフォーム
 6　損害保険代理店業並びに生命保険の募集に関する

業務
 7　不動産の証券化事業
 8　不動産特定共同事業法に基づく事業
 9　営業支援事業
10　海外不動産に対するコンサルティング業務全般
11　各種建築物、構築物、造園、店舗レイアウト等に関

する企画、デザイン、設計、施工監理並びにこれら
のコンサルティング業

12　各種商業施設、ホテル、旅館、レストラン及び喫茶
店等の経営及び賃貸

13　上記各号に附帯関連する一切の業務
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第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（３名）は、本総
会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任である
と判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ
氏

 
　

り
　

 
　

が
　

 
　

な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１
うす
臼

い
井

 
　

たか
貴

ひろ
弘

(1977年７月23日)

1996年 ５ 月 ㈱光通信入社

336,000株

2000年 ５ 月 ㈱フレッグインターナショナル入社
2002年12月 同社取締役営業部長
2005年11月 ㈱ティー・バイ・エスインターナショナル 設立

同社代表取締役社長
2006年 ８ 月 当社設立

当社代表取締役社長（現任）
2011年 ５ 月 ㈱D-style

（現㈱Dualtap Property Management）設立
同社代表取締役

2012年 ７ 月 ㈱Duta Pacific Management
（現㈱Dualtap International）設立 同社取締役

2014年 ３ 月 ㈱Dualtap Property Management 取締役
2015

2017

2018

年

年

年

11

10

７

月

月

月

㈱デュアルタップ合人社ビルマネジメント
取締役（現任）
㈱デュアルタップコミュニティ設立
同社代表取締役社長（現任）
㈱Dualtap Property Management
代表取締役社長（現任）
㈱Dualtap International 代表取締役社長（現任）
DUALTAP BUILDING MANAGEMENT
SDN. BHD.　Director（現任）
㈱建物管理サービス 代表取締役社長（現任）
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候補者
番　号

ふ
氏

 
　

り
　

 
　

が
　

 
　

な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

２
ふじ
藤

むら
村

 
　

ゆ
由

み
美

(1961年１月13日)

1985年 ２ 月 ㈱アイリス館入社

20,700株

1991年 ６ 月 井原住販入社
1996年11月 ㈱フレッグインターナショナル入社
2008年 ７ 月 当社入社
2016年 ９ 月 当社取締役開発部長
2017
2018
2020

年
年
年

７
12
１

月
月
月

当社取締役開発事業部長
当社取締役開発事業部長兼営業部長
当社取締役開発事業部長（現任）

３
ほん
本

だ
田

 
　

いち
一

ろう
郎

(1966年５月13日)

1990
1999
2008
2014
2015
2016
2017
2018
2018
2018

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

４
７
６
２
11
12
４
９
10
12

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

野村ファイナンス㈱入社
リーマン・ブラザーズ証券入社
価値開発㈱入社
㈱ツツイ入社
㈱賃貸管理ビジネスネットワーク入社
当社入社
当社執行役員財務経理部長
当社取締役財務経理部長
当社取締役財務経理部長兼業務部長
当社取締役財務経理部長兼業務管理部長（現任）

－

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．臼井貴弘氏は、当社創業者として強いリーダーシップを発揮し、グループ経営における豊富な経験と

実績を有し、経営の指揮を執り続けています。当社グループの持続的な発展・企業価値向上を目指す
うえで、今後も業務執行を行う適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者としました。

３．藤村由美氏は、開発体制の強化を図るため当社に入社以来、不動産業界における豊富な業務経験と知
見・能力を活かし、当社の開発業務に多大に寄与しています。今後も当社グループの開発業務の発展
に寄与する人材と判断し、引き続き取締役候補者としました。

４．本田一郎氏は、管理体制の強化を図るため当社に入社以来、執行役員、取締役として財務経理部及び
業務管理部を指揮しながら、不動産関連業務の経験を活かし、当社グループの管理体制の強化を図っ
ています。今後も当社グループの管理体制の強化に寄与する人材と判断し、引き続き取締役候補者と
しました。

－ 41 －



第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件
　監査等委員である取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、監査体制の強化・充実を図るために監査等委員である取締役４名の選任をお願い
するものであります。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１
と
都

ごう
甲

 
　

こう
孝

いち
一

(1955年９月27日)

1978
2005
2014
2016

年
年
年
年

11
５
９
９

月
月
月
月

新和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
同監査法人代表社員（現 パートナー）
当社常勤社外監査役
当社社外取締役［常勤監査等委員］（現任）

－

２
まつ
松

だ
田

 
　

ひで
秀

まさ
正

(1948年11月12日)

1973

1997

2000

2003
2004
2008
2012

2014
2016

年

年

年

年
年
年
年

年
年

３

６

４

９
１
８
６

５
９

月

月

月

月
月
月
月

月
月

山一證券投資信託販売㈱
（現 三菱モルガンスタンレー証券㈱）入社
太平洋証券㈱
（現 三菱モルガンスタンレー証券㈱）取締役
つばさ証券㈱
（現 三菱モルガンスタンレー証券㈱）執行役員
エース証券㈱東京事業法人部長
㈱エスグラントコーポレーション 常勤監査役
㈱メールdeギフト 監査役
ユナイテッドワールド証券㈱
（現 エイト証券㈱）監査役
当社社外監査役
当社社外取締役［監査等委員］（現任）

－
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候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

３
さか
酒

い
井

 
　

やす
康

ひろ
弘

(1961年８月20日)

1985
2000
2001
2001
2002

2005
2006
2008
2009
2011
2012
2012
2015
2016

年
年
年
年
年

年
年
年
年
年
年
年
年
年

４
12
１
８
１

５
11
１
６
１
３
11
２
９

月
月
月
月
月

月
月
月
月
月
月
月
月
月

野村證券㈱入社
第一通信㈱入社
同社取締役
同社常務取締役
㈱リロ・ホールディング
（現 ㈱リログループ）執行役員
㈱イー・テレサービス 取締役
㈱メディア工房 入社
同社取締役
イーグルホールディングス㈱ 入社
同社取締役
ＳＴ合同会社設立 代表社員
㈱メディア工房 顧問
同社取締役（現任）
当社社外監査役
当社社外取締役［監査等委員］（現任）

－

４
き
木

ろ
呂

こ
子

 
　

よし
義

ゆき
之

(1966年６月13日)

1990
2004
2012
2015
2016
2018
2019

年
年
年
年
年
年
年

４
10
11
９
９
５
３

月
月
月
月
月
月
月

㈱太陽神戸三井銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
弁護士登録（第二東京弁護士会）（現職）
㈱SHIFT 社外監査役
当社社外取締役
当社社外取締役［監査等委員］（現任）
Personal Capital ㈱取締役（現任）
㈱フィスコ 社外取締役（現任）

600株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．都甲孝一氏、松田秀正氏、酒井康弘氏及び木呂子義之氏は、監査等委員である社外取締役候補者であ

ります。現在、各氏は当社の監査等委員である社外取締役でありますが、各氏の在任期間は、本総会
終結の時をもって２年となります。
(1）都甲孝一氏は、公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する専門的知識に基づき

適切に監査を行っていただいており、監査等委員である取締役として適任でありますので選任をお
願いするものであります。また、同氏は、社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与
された経験はありませんが、上記理由により、監査等委員である取締役の職務を適切に遂行いただ
けるものと判断しております。
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(2）松田秀正氏は、主に企業経営における幅広い経験と豊富な見識に基づき、適切な監査機能を行っ
ていただいており、監査等委員である取締役として適任でありますので選任をお願いするものであ
ります。

(3）酒井康弘氏は、主に金融機関での株式市場に関する専門知識と企業経営における幅広い経験と豊
富な見識に基づき、適切な監査機能を行っていただいており、監査等委員である取締役として適任
でありますので選任をお願いするものであります。

(4）木呂子義之氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する経験が豊富であり、幅広い知見
を有していることから、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を発揮し
ていただけるものと判断し、監査等委員である取締役の選任をお願いするものであります。なお、
同氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等から、当社における内部統制及びコンプライアンス
の強化等に適任であると考えております。

３．当社と都甲孝一氏、松田秀正氏、酒井康弘氏及び木呂子義之氏とは、会社法第423条第１項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第1項に定
める最低責任限度額としております。また、各氏の選任が承認された場合には、当社は引き続き同様
の契約を締結する予定であります。

４．当社は、都甲孝一氏、松田秀正氏、酒井康弘氏及び木呂子義之氏の各氏について東京証券取引所に独
立役員として届け出ており、本議案が承認され、各氏が選任された場合には改めて各氏を独立役員と
して届け出る予定であります。

以　上
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(交通のご案内)
●ＪＲ線　大崎駅(南改札口)　徒歩７分

　駐車場のご用意はいたしかねますので、ご来場の際は公共交通機関をご利用くださいますようよろ
しくお願い申しあげます。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。


